
特定子ども・子育て支援提供者の責務等（子ども・子育て支援法 抜粋） 

 （特定子ども・子育て支援提供者の責務） 

第五十八条の三 特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもに対し適切な特定子

ども・子育て支援を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関

係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定子ども・子育て支援を小学校就学前子どもの置かれ

ている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及

びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。 

 （特定子ども・子育て支援施設等の基準） 

第五十八条の四 特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の

区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。 

 一～三 条文略 

 四 第七条第十項第四号に掲げる施設 同号の内閣府令で定める基準 

 五～八 条文略 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関

する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を

定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議しなけれ

ばならない。 

 （変更の届出） 

第五十八条の五 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事

業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めると

ころにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

 （確認の辞退） 

第五十八条の六 特定子ども・子育て支援提供者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定子ども

・子育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を辞退することができる。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定による確認の辞退をするときは、同項に規定する

予告期間の開始日の前一月以内に当該特定子ども・子育て支援を受けていた者であって、確認の辞

退の日以後においても引き続き当該特定子ども・子育て支援に相当する教育・保育その他の子ども

・子育て支援の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育その他の子ども・子育て支援が継続的

に提供されるよう、他の特定子ども・子育て支援提供者その他関係者との連絡調整その他の便宜の

提供を行わなければならない。 


